
第９ 公平委員会事務の受託

平成２１年度においては、新たに公平委員会の事務を受託した団体はなく、一部事務組合の解散が

あったことにより、当委員会が公平委員会の事務を受託している団体は、１０市３０町村２９一部事

務組合３広域連合の計７２団体となっている。

１ 市町村関係

委 託 委 託 委 託 委 託 委 託 委 託
市 町 村 名 年 月 日 市 町 村 名 年 月 日 市 町 村 名 年 月 日

青 森 市 H17. 7. 1 鰺 ケ 沢 町 S50. 4. 1 六 ケ 所 村 S31. 4.10

弘 前 市 H18. 4. 1 深 浦 町 H17. 7. 1 おいらせ町 H18. 4. 1

八 戸 市 S30.10.25 西 目 屋 村 S32. 4. 4 大 間 町 S37. 4. 1

黒 石 市 S30. 4. 1 藤 崎 町 H17. 7. 1 東 通 村 H 9. 4. 1

五所川原市 H17. 7. 1 大 鰐 町 S30. 4. 1 風 間 浦 村 S39. 7.15

十 和 田 市 H17. 4. 1 田 舎 館 村 S31. 4.10 佐 井 村 H 7. 4. 1

三 沢 市 S32. 4. 4 板 柳 町 S30.10.25 三 戸 町 S31. 4.10

む つ 市 H 3.12.26 鶴 田 町 S30.10.25 五 戸 町 S30.10.25

つ が る 市 H17. 4. 1 中 泊 町 H17. 7. 1 田 子 町 S31. 4.10

平 川 市 H18. 4. 1 野 辺 地 町 S30.10.25 南 部 町 H18. 4. 1

平 内 町 S41. 1. 1 七 戸 町 H17. 7. 1 階 上 町 S29. 1. 5

今 別 町 S30.10.25 六 戸 町 S30. 4. 1 新 郷 村 S31. 9. 5

蓬 田 村 S30.10.25 横 浜 町 S35. 4. 9

外 ヶ 浜 町 H17. 7. 1 東 北 町 H17. 7. 1
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２ 一部事務組合関係

委託事務組合名 委 託 委託事務組合名 委 託 委託事務組合名 委 託
年 月 日 年 月 日 年 月 日

三 戸 郡 町 村 会 館 S37. 8.15 八 戸 地 域 広 域 S47. 8. 1 黒 石 地 区 S53. 1. 1
管 理 組 合 市町村圏事務組合 消 防 事 務 組 合

公立金木病院組合 S37. 8.15 五 所 川 原 地 区 S47. 8. 1 三 戸 郡 S55. 1. 1
消 防 事 務 組 合 福 祉 事 務 組 合

青森県市町村職員 S37.10.15 西 北 五 S47. 8. 1 黒 石 地 区 S59. 8. 1
退 職 手 当 組 合 環境整備事務組合 清 掃 施 設 組 合

青 森 県 市 町 村 S37.10.15 中 部 上 北 S47.11. 1 青 森 県 交 通 災 害 H 3. 4. 1
総 合 事 務 組 合 広 域 事 業 組 合 共 済 組 合

弘 前 地 区 S38. 7. 1 下 北 地 域 S48. 8. 1 西 北 五 広 域 福 祉 H 3. 4. 1
環境整備事務組合 広域行政事務組合 事 務 組 合

十 和 田 地 区 S39. 1. 1 青 森 地 域 S48. 8. 1 青 森 地 域 H 3. 8. 1
環境整備事務組合 広域消防事務組合 広 域 事 務 組 合

十 和 田 地 区 S45. 1. 1 上 北 地 方 S49.11. 1 北 部 上 北 H 8. 8. 1
食肉処理事務組合 教育・福祉事務組合 広 域 事 務 組 合

西 海 岸 衛 生 S46.11. 1 鰺 ケ 沢 地 区 S50. 4. 1 三 戸 地 区 H 9. 1. 1
処 理 組 合 消 防 事 務 組 合 塵芥処理事務組合

一 部 事 務 組 合 S46.11. 1 十 和 田 地 域 S51. 4. 1 三 戸 地 区 H 9. 1. 1
下北医療センター 広 域 事 務 組 合 環境整備事務組合

弘 前 地 区 S47. 1. 1 南 黒 地 方 S51.11. 1
消 防 事 務 組 合 福 祉 事 務 組 合

３ 広域連合関係

委託広域連合名 委 託 委託広域連合名 委 託 委託広域連合名 委 託
年 月 日 年 月 日 年 月 日

津 軽 広 域 連 合 H10. 8. 1 つ が る 西 北 五 H11.11. 1 青森県後期高齢者 H19. 8. 1
広 域 連 合 医 療 広 域 連 合

（注） 事務委託に伴う経費は、「委託地方公共団体と青森県との間の公平委員会の事務委託

に関する規約」に基づき、委託地方公共団体が負担することとされ、その内容は、定額

に特別事務処理費（公平審査の事案があった場合その処理に要した経費）を加えたもの

であるが、定額分については平成３年度から、市13,000円、町村10,000円、一部事務組

合等6,000円としている。
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